
「働き方」が変わります！！ 

２０１９年４月１日から働き方改革関連法が順次施行されます！ 
  

 

 働き過ぎを防ぎながら、「ワーク・ライフ・バランス」

と「多様で柔軟な働き方」を実現します。 

 

 

 

法律で時間外労働の上限を定め、これを超えて労働さ

せることはできなくなります。 

時間外労働の上限は、原則として月 45 時間・年 360

時間とし、臨時的な特別の事情がなければこれを超える

ことはできません。 

臨時的な特別の事情があって労使が合意する場合でも、 

 ・年720時間以内 

 ・複数月平均80時間以内（休日労働を含む） 

 ・月100時間未満（休日労働を含む） 

 を超えることはできません。 

 また、原則である月 45 時間を超えることができるの

は、年間６か月までです。 

 大企業は2019年４月１日から、中小企業は2020年４

月１日から適用されます。 

 ※ ただし、上限規制には適用を猶予・除外する事業・

業務があります。 

【適用猶予・除外の事業・業務】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１日の勤務終了後、翌日の出社までの間に、一定時間

以上の休息時間（インターバル）を確保する仕組みを設

けることが、2019年４月１日から企業の努力義務となり

ます。 

 

 10 日以上の年次有給休暇が付与されるすべての労働

者を対象として、毎年５日、時季を指定して年次有給休

暇を取得させることが、2019年４月１日から企業の義務

となります。 

 

2023 年４月１日から、中小企業についても、月 60 時

間超の残業に対する割増賃金率が、大企業と同じ 50％に

引き上げられます。 

 

 

労働安全衛生法において、すべての労働者の労働時間

の状況を客観的な方法その他適切な方法で把握するこ

とが、2019年４月１日から企業の義務となります。 

 

2019年４月１日から、労働時間の清算期間が最長３か

月となり、現在よりも柔軟な働き方ができるようになり

ます。 

 

2019年４月１日から、ごく限定された高所得の高度専

門職に限り、法律に定める厳格な企業内手続きを経て、

労働時間、休憩、休日及び深夜の割増賃金に関する規定

の適用を除外するという制度の導入が可能となります。 

制度導入に当たっては、対象労働者の同意を含め、法

律に定める厳格な企業内手続きが求められるとともに、

年間104日以上の休日の確保や在社時間等に基づく健康

確保措置を確実に講じる必要があります。 

 また、対象労働者の同意は撤回も可能となっており、

使用者による指揮命令のみで本制度を適用することは

できない仕組みとなっています。 

 

長時間労働者の労働時間の状況や業務の状況など、産

業医が労働者の健康管理等を適切に行うために必要な

情報を産業医に提供するとともに、産業医から受けた勧

告の内容を事業場内の衛生委員会に報告することが、

2019年４月１日から企業の義務となります。 

 

 

どのような雇用形態を選択しても、待遇に納得して働き

続けられるようにすることで、多様で柔軟な働き方を「選

択できる」ようにします。 

施行期日：2020年４月１日 

※中小企業におけるパートタイム・有期雇用労働法の

適用は2021年４月１日 

 

 

 

同一企業内において、正規雇用労働者と非正規雇用労

働者との間で、基本給や賞与などの個々の待遇ごとに、

不合理な待遇差を設けることが禁止されます。 

今後、ガイドラインが策定され、どのような待遇差が

不合理に当たるかが明確に示されることとなります。 

 

非正規雇用労働者は、「正社員との待遇差の内容や理

由」など、自身の待遇について説明を求めることができ

るようになります。 

事業主は、非正規雇用労働者から求めがあった場合は、

説明をしなければなりません。 

 

労働時間法制の見直し 
ポイントⅠ 

見直しの内容 

 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保 ポイントⅡ 

見直しの内容 

①時間外労働の上限規制 

 

②「勤務間インターバル」制度の導入促進 

③年５日間の年次有給休暇の取得（企業に義務づけ） 

④月 60 時間超の残業の割増賃金率の引上げ 

⑤労働時間の客観的な把握（企業に義務づけ） 

⑥「フレックスタイム制」の拡充 

⑦「高度プロフェッショナル制度」を創設 

⑧産業医・産業保険制度の機能の強化 

① 不合理な待遇差をなくすための規定の整備 

② 労働者に対する待遇に関する説明義務の強化 



 

 

 

都道府県労働局において、無料・非公開の紛争解決手

続きを行います。 

「均衡待遇」や「待遇差の内容・理由」に関する説明

についても、行政ＡＤＲの対象となります。 

 

 

 

上記内容について、ご不明点やご相談等がございま
したら、下記お問い合わせ先までご連絡ください。 

なお、働き方改革関連法の施行のために必要となる
具体的事項を定める関係政省令等は、今後制定される
予定となっております。 
 
【お問い合わせ先】 
■ 労働基準法の改正に関するお問い合わせ 

（ポイントⅠの①、③、④、⑥、⑦関係） 

    石川労働局労働基準部監督課      

  （ＴＥＬ）０７６－２６５－４４２３ 

■ 労働安全衛生法の改正に関するお問い合わせ 

（ポイントⅠの⑤、⑧関係） 

    石川労働局労働基準部健康安全課 

（ＴＥＬ）０７６－２６５－４４２４ 

■ 労働時間等設定改善法の改正に関するお問い合わせ 

（ポイントⅠの②関係） 

    石川労働局雇用環境・均等室        

（ＴＥＬ）０７６－２６５－４４２９ 

■ パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせ 

（ポイントⅡ関係） 

    石川労働局雇用環境・均等室        

（ＴＥＬ）０７６－２６５－４４２９ 

■ 労働者派遣法の改正に関するお問い合わせ 

（ポイントⅡ関係） 

    石川労働局職業安定部需給調整事業室       

  （ＴＥＬ）０７６－２６５－４４３５ 

■ 具体的な労務管理の手法に関するお問い合わせ 

    石川県働き方改革推進支援センター       

（ＴＥＬ） ０１２０－３１９－３３９  

③ 行政による事業主への助言・指導等や 

 裁判外紛争解決手続(行政ＡＤＲ)の規定の整備 


